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八
七
四

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
見

解
書
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
八

六

1

八
七
五

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

六

29

八
七
六

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
�
�
�
�
�
�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
八

七

1

八
七
七

市
街
地
再
開
発
組
合
の
設
立
認
可
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

八

八

1

八
七
八

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

八

1

八
七
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

八

八

2

八
八
〇

令
和
六
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策

定
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
都

市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

八

九

1

八
八
一

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

八

九

2

八
八
二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
の
指
定
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
保

健
医
療
局
健
康
安
全
部
健
康
安
全
課
）

八

九

2

八
八
三

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
八

九

2

八
八
四
〜

八
八
七

国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
（
四
件
）
�

�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
都

市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

八

一
三

1

八
八
八

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

八

一
三

1

八
八
九

建
築
基
準
法
に
よ
る
一
団
地
の
区
域
�

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
一
課
）

八

一
四

4

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三
四

東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー
処
務

規
程
の
一
部
改
正
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）

八

三
〇

2

告
　
　
　
示

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

八
六
四

八
六
五

保
安
林
の
指
定
予
定
（
二
件
）
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

一

1

八
六
六

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

二

1

八
六
七

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

八

二

2

八
六
八

平
成
十
四
年
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十

四
号
（
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則

に
よ
る
建
築
工
事
施
工
計
画
等
に
添
付

す
る
書
類
の
様
式
）
の
一
部
改
正
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市

整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）

八

五

3

八
六
九

八
七
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

五

13

八
七
一

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解

除
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

八

五

15

八
七
二

防
災
街
区
整
備
事
業
組
合
の
設
立
認
可

�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）

八

六

1

八
七
三

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
行
政
処
分

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
住
宅

政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）

八

六

1

　
　

令
和
六
年
八
月
分

　
　
　
　

定
刊
第
一
八
一
一
六
号
か
ら
同
第
一
八
一
三
六
号
ま
で

　
　
　
　

増
刊
第　
　
　

四
八
号
か
ら
同
第　
　
　

四
九
号
ま
で

規
　
　
　
則

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
三
七

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
�
�
�
�

（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）

八

五

1

一
三
八

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間

の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�（
総
務
局
行
政
部
区
政
課
）

八

一
四

1

一
三
九

東
京
都
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
�
�（
総
務
局
人
事
部
調
査
課
）
八

三
〇

1

一
四
〇

心
身
障
害
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
医
療
助
成
課
）

八

三
〇

2

訓
　
　
　
令

目

録

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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八
九
〇

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

一
五

1

八
九
一

知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
�
�
�

�（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）
八

一
六

1

八
九
二

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

八

一
九

1

八
九
三

都
市
計
画
事
業
の
認
可
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）
八

二
〇

1

八
九
四

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

八

二
〇

1

八
九
五

建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
�
�

（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）
八

二
一

1

八
九
六

保
安
林
の
指
定
予
定
�
�
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

二
二

1

八
九
七

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�
�
�

�（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）

八

二
二

1

八
九
八

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

二
三

1

八
九
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）

八

二
三

2

九
〇
〇

都
道
の
区
域
変
更
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
八

二
三

3

九
〇
一

都
民
の
日
に
利
用
料
、
利
用
料
金
及
び

使
用
料
を
免
除
す
る
都
の
施
設
の
指
定

�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
生
活
文
化
ス

ポ
ー
ツ
局
文
化
振
興
部
企
画
調
整
課
）

八

二
六

1

九
〇
二

市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
認
可
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

八

二
八

1

九
〇
三

九
〇
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策

課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

八

二
八

1

九
〇
五

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

八

二
九

1

九
〇
六

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

二
九

1

九
〇
七

保
安
林
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

二
九

2

九
〇
八

九
〇
九

都
道
の
区
域
変
更
（
二
件
）
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
八

二
九

2

九
一
〇

九
一
一

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

八

三
〇

3

九
一
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

八

三
〇

3

九
一
三

都
営
住
宅
の
廃
止
�
�
�
（
住
宅
政
策

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）
八

三
〇

4

九
一
四

都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）
八

三
〇

4

九
一
五

都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
六

特
定
都
営
住
宅
の
廃
止
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
七

都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
八

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

8

九
一
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

三
〇

8

九
二
〇

保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

三
〇

9

九
二
一

都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
八

三
〇

9

九
二
二

港
湾
施
設
の
供
用
中
止
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
八

三
〇

10

九
二
三
〜

九
三
〇

東
京
都
宝
く
じ
の
発
売
（
八
件
）
�
�

�
�
�
�
�（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
八

三
〇

49

1

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
〇
七

一
〇
八

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決

定
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

1

一
〇
九

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
申

出
に
つ
い
て
の
決
定
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

12

一
一
〇

一
一
一

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決

定
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

22

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
一

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促

及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延
滞
金
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�

八

一
五

2

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

二
六
〇

技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

八

二

4

二
六
一

教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

八

二

5
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二
六
七

二
六
八

警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
（
二
件
）
�

八

九

4

二
六
九
〜

二
七
二

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

（
四
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

九

5

二
七
三

指
定
講
習
機
関
の
届
出
事
項
の
変
更
届

出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

九

12

二
七
四

認
定
教
育
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更

届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

九

12

二
七
五

認
定
検
査
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更

届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

九

12

告
　
　
　
示
（
内
水
漁
管
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

三

多
摩
川
の
し
じ
み
漁
業
権
免
許
に
伴
う

漁
業
権
行
使
の
制
限
�
�
�
�
�
�
�

八

二
三

5

規
　
　
　
程
（
交
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

四
〇

東
京
都
乗
合
自
動
車
Ｉ
Ｃ
一
日
乗
車
券

の
発
売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

五

16

四
一

東
京
都
交
通
局
契
約
事
務
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
六

1

四
二

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高

速
電
車
、
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
共

通
一
日
乗
車
券
の
発
売
等
に
関
す
る
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�
�
�
�

八

三
〇

10

四
三

東
京
都
電
車
、
乗
合
自
動
車
、
地
下
高

速
電
車
及
び
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー

と
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鉄
道
線

等
と
の
連
絡
運
輸
に
関
す
る
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

11

四
四

東
京
都
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
�

八

三
〇

11

四
五

東
京
都
乗
合
自
動
車
外
国
人
向
け
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

12

四
六

東
京
都
地
下
高
速
電
車
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗

車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

12

四
七

東
京
都
地
下
高
速
電
車
外
国
人
向
け
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
を
廃
止
す

る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

13

四
八

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄

株
式
会
社
線
等
と
の
一
日
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

13

四
九

東
京
都
地
下
高
速
電
車
と
東
京
地
下
鉄

株
式
会
社
線
と
の
時
間
制
乗
車
券
の
発

売
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

13

五
〇

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

14

五
一

東
京
都
日
暮
里
・
舎
人
ラ
イ
ナ
ー
外
国

人
向
け
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
乗
車
券
取
扱
規
程

を
廃
止
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�

八

三
〇

14

規
　
　
　
程
（
水
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
六

東
京
都
水
道
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
六

2

規
　
　
　
程
（
下
水
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
四

東
京
都
下
水
道
局
契
約
事
務
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程
�
�
�
�
�
�
�

八

二
六

2

公
　
　
　
告

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

八

五

16

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

八

六

30

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　

�
�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
八

六

30

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

八

七

2

○
都
市
計
画
事
業
の
施
行
�
�
�
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�（
建
設
局
道
路
建
設
部
管
理
課
）
八

八

3

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
六
件
）
�
�
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）

八

九

12

○
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開
催
�
�
�
（
都
市

整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）
八

九

13

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
�
�
�
�

　
（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）
八

九

15

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
変
更
�
�

　

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
八

九

15

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
都
民

の
意
見
を
聴
く
会
の
開
催
�
�
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）

八

一
三

4

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始

　

�
�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
収
用
委
員
会
）
八

一
四

5

九
〇
三

九
〇
四

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
解
除
（
二

件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策

課
・
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）

八

二
八

1

九
〇
五

市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業

計
画
の
変
更
認
可
�
�
�
�
�
�
（
都

市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）

八

二
九

1

九
〇
六

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

二
九

1

九
〇
七

保
安
林
の
指
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

二
九

2

九
〇
八

九
〇
九

都
道
の
区
域
変
更
（
二
件
）
�
�
�
�

�
�
�（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）
八

二
九

2

九
一
〇

九
一
一

都
市
計
画
事
業
の
認
可
（
二
件
）
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備

局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）

八

三
〇

3

九
一
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定
�
�

�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

八

三
〇

3

九
一
三

都
営
住
宅
の
廃
止
�
�
�
（
住
宅
政
策

本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）
八

三
〇

4

九
一
四

都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
�
�（
同
）
八

三
〇

4

九
一
五

都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
六

特
定
都
営
住
宅
の
廃
止
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
七

都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅

の
使
用
料
の
変
更
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

7

九
一
八

都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇

8

九
一
九

土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚

染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
�
�
（
環

境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）

八

三
〇

8

九
二
〇

保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
�
�
�
�
�

�（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）
八

三
〇

9

九
二
一

都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の

変
更
�（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）
八

三
〇

9

九
二
二

港
湾
施
設
の
供
用
中
止
�
�
�
�
�
�

�
�
�（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）
八

三
〇

10

九
二
三
〜

九
三
〇

東
京
都
宝
く
じ
の
発
売
（
八
件
）
�
�

�
�
�
�
�（
財
務
局
主
計
部
公
債
課
）
八

三
〇

49

1

告
　
　
　
示
（
選
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
〇
七

一
〇
八

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決

定
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

1

一
〇
九

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
申

出
に
つ
い
て
の
決
定
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

12

一
一
〇

一
一
一

東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効

力
に
関
す
る
異
議
申
出
に
つ
い
て
の
決

定
（
二
件
）
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

八

二
七

22

規
　
　
　
則
（
公
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

一
一

放
置
違
反
金
に
係
る
納
付
命
令
、
督
促

及
び
滞
納
処
分
並
び
に
延
滞
金
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
�
�

八

一
五

2

告
　
　
　
示
（
公
）

公
布

番
号

　
　

 

件　
　
　
　
　
　
　

名

月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

二
六
〇

技
能
検
定
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

八

二

4

二
六
一

教
習
指
導
員
審
査
の
実
施
�
�
�
�
�

八

二

5
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○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）

八

一
五

3

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
�
�
�（
同
）
八

一
六

2

○
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施
�
�
�
�
�

　

�（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）
八

二
〇

4

○
東
京
都
学
校
臨
時
教
職
員
労
働
組
合
の
解
散

　

�
�
�
�
�
�
�
�（
東
京
都
人
事
委
員
会
）
八

二
一

1

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完

了
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
都
市
整
備
局

多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）

八

二
三

5

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工

の
届
出
�
�（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）
八

二
三

5

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事

完
了
の
届
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

二
九

5

○
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
計
画
の
策
定
�
�
�

　

�
�
�
�
�（
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
）
八

二
九
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1

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
就
任
�
�

　

�（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）
八

三
〇
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月

日
増
刊
ペ
ー
ジ

◯
令
和
五
年
度
決
算
の
要
旨
�
�
�
�
�
�
�

　

�
�
�
�（
東
京
都
市
町
村
職
員
共
済
組
合
）
八

一

1

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
件
）
�
�
�

　

�
�
�
�（
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
）
八

一
六

2

○
当
せ
ん
金
付
証
票
の
発
売
委
託
�
�
�（
同
）
八

一
六

3

○
全
国
自
治
宝
く
じ
の
発
売
（
二
十
二
件
）
�

　

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
同
）
八

三
〇
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4

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一


